
今、改めて取調べの可視化（取調べの全過程の録画）を求める決議

　当会は、平成１５年５月２７日に取調べの全過程の録画・録音による取調べ

の可視化を求める決議をし、その後も取調べの可視化に関しては会長声明や宣

言を繰り返すとともに、取調べの録画制度に関する海外視察やシンポジウムの

開催、署名活動など可視化実現に向けた取り組みを続けてきた。

　そして、平成２１年に取調べの可視化をマニフェストに掲げた民主党が与党

となり、さらには平成２２年には足利事件と元厚労省雇用均等・児童家庭局長

事件という２つの大きなえん罪事件の判決によって取調べの可視化が不可欠で

あることが明白となった。

しかし、現在に至るも、取調べの全過程の録画制度は実現せず、検察や警察も

取調べの一部を録画するに留まっている。しかも、現在行われている取調べの一

部録画のほとんどは、実質的な取調べが終わった後に、取調べに問題がなかった

かどうかや供述内容の確認などをする「レビュー方式」や、それに供述調書の読

み聞かせや署名押印部分を加えたものに過ぎない。

これでは、読み聞かせや署名押印部分の状況が客観的に分かるだけであり、実

質的な取調べの際の状況そのものの客観的な証拠にはならない。いわゆる「レビ

ュー」は、取調べに問題がなかったかどうかを確認する被告人質問を前倒しして

実施し、それを録画しているというだけで、そもそも取調べそのもの一部録画で

すらないのである。

今般、最高検は特捜部が被疑者を逮捕した事件においても取調べの可視化を

試行すると発表したが、これも検察官の裁量で取調べの一部を録画するに留ま

るものであり、問題は全く解決していない。

あくまで、取調べの全過程が録画されなければ、違法な取調べを防止すること

も、取調べの状況を客観的に証拠化することもできないのであり、取調べの一部

だけが録画されることは、かえって裁判官や裁判員の判断を誤せる結果となり

かねない。

　そこで、取調べの可視化（取調べの全過程の録画）を具体的に実現していく

ために、当会は

１　国に対し、すみやかに全ての被疑者の取調べの全過程を録画する制度の導

入に向けて早急に法律を整備すること、仮に段階的実施をとらざるを得ない

場合には、対象事件を絞ることはあっても、対象事件については全ての取調べ

の全過程を録画するようにし、取調べの一部だけを録画することを許容する

ような制度には絶対にしないこと

２　検事総長及び警察庁長官に対し、上記１の法制化がなされるまでの間、裁判

1



員裁判対象事件及び特捜部が被疑者を逮捕する事件に関しては、取調べの一

部録画・録音にとどまることなく、即時に取調べの可視化（取調べの全過程

の録画）を実施するとともに、取調べの可視化の対象事件を被疑者・弁護人

が取調べの可視化を求めた事件にも拡大すること

３　各裁判官に対し、供述調書の任意性に争いがある場合は、取調べの可視化

（取調べの全過程の録画）によって取調べの状況が客観的に立証されない限

り、供述調書に任意性がないという判断をすること

を求めるとともに、取調べの可視化（取調べの全過程の録画）の１日も早い実

現のため、当会として全力を挙げて取り組んでいくことを決議する。

２０１１（平成２３）年３月９日

福岡県弁護士会

決 議 理 由

１　日本の刑事裁判は｢自白調書｣に過度に偏重し、取調べを行う警察官や検察

官は自白獲得に躍起となって、取調室という「密室」の中で強引な取調べが行

われてきた。そして、捜査官の考えるストーリーを押し付け、捜査官の作文し

た「自白調書」に署名押印を無理強いし、そのために暴行や脅迫などを用いる

などの違法な取調べによる人権侵害が起こり、さらに虚偽の自白調書が作成

され、えん罪という最大の人権侵害が生じてきた。これらは昔の話ではなく、

足利事件や氷見事件などの再審無罪判決に見られるように、現在も生じてい

る問題である。

　これらの再審無罪事件では、検察官に押し付けられた虚偽の「自白調書」に

ついて、裁判官がその任意性や信用性の判断を誤ったことが、無実の人々に多

大なる人権侵害をもたらした原因の１つである。そして、その背景には、密室

の取調べの状況を後から客観的に検証することが不可能な一方、「無実の人が

虚偽の自白をするはずがない」「虚偽の自白調書に署名したりするはずがな

い」という安易な考えから、多くの裁判官が、公判での被告人の訴えよりも、警

察や検察が作成した調書を重視するという傾向を持っているという問題があ

ると考えられる。

２　我々弁護士も、密室の取調室で真実何が起こっているのかを知る立場には

ない。

　　しかし、当会が全国に先駆けて始めた当番弁護士制度により、被疑者段階に

多くの弁護士が関わっていく中で、供述調書の作成と同じ時期に被疑者と接

見を繰り返していく中で、上述したような問題のある取調べが頻繁に行われ、
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虚偽の供述を強いられたり、あるいは被疑者が供述してもいない内容の供述

調書が作成されたりしていることを、少なくない弁護士が実感を持って確信

するに至っている。

　　そして、ここ数年大々的に取り組みを始めた被疑者ノートに被疑者が書き

込む内容からも、その実感を強めてきている。

　違法な取調べによる虚偽の自白調書の問題は、ごくわずかな例外的な問題

ではなく、頻繁に生じている問題であり、現在の捜査機関の取調べや供述調書

についての考え方そのものに根ざした問題なのである。

３　一方で、裁判官の中にも、これまでにも自白調書の任意性や信用性を慎重に

判断する裁判官もおり、志布志事件では自白調書の信用性を否定して１２名

の被告人全員に無罪判決を出し、さらには厚労省局長事件では関係者の自白

調書について証拠能力がないとして証拠から排除した上で、無罪判決を出し、

いずれも検察は控訴を断念し、１審判決が確定した。

　　そして、そのような裁判官の供述調書に関する厳しい姿勢が、検察官による

証拠隠滅という検察の信頼を揺るがす問題を炙り出す大きな要因となったと

いえる。

４　しかし、裁判官にとっても、現在のような密室での取調べが続く状態であれ

ば、取調べの際に何があったのかを正確に把握・判断することは難しく、特に

裁判員裁判において裁判員にその判断を強いるのは酷である。

　　かかる問題を解決する唯一の手段は、取調べの可視化であり、取調べの全過

程を録画するか、あるいは取調べに弁護人の立会いを認めることで、違法な取

調べを防ぐとともに、取調べで何があったのかを裁判官や裁判員が正確に把

握・判断することができ、正しい結論を導くとともに、えん罪という最大の人

権侵害を避けることができるのである。

　　そのため、当会では、平成１５年５月２７日に取調べの可視化を求める決議

を行ったのを始め、会長声明や宣言を繰り返すとともに、取調べの録画制度に

関する海外視察やシンポジウムの開催、署名活動など可視化実現に向けた取

り組みを続けてきた。

５　これに対して警察や検察は、裁判員対象事件については取調べの一部を録

画し、その録画物をもって取調べの任意性を立証しようとしている。

　　しかし、そもそも検察官が現在行っている一部録画は、そのほとんどが実質

的な取調べが終わった後に、取調べに問題がなかったかどうかや供述内容の

確認などをする「レビュー方式」や、それに供述調書の読み聞かせや署名押印

部分を加えたものに過ぎない。これでは、読み聞かせや署名押印部分の状況が

客観的に分かるだけであり、実質的な取調べの際の状況そのものの客観的な

証拠にはならない。いわゆる「レビュー」は、取調べに問題がなかったかどうか
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を確認する被告人質問を前倒しして実施し、それを録画しているというだけ

で、そもそも取調べそのもの一部録画ですらないのである。

　　このような録画では、結局、取調べの状況についての客観的な証拠にすらな

らず、違法な取調べを防ぐこともできなければ、裁判官や裁判員が正しい結論

を導くためには役に立たず、かえって取調べの実体を隠す結果となりかねず、

判断を誤らせる結果になりかねない。

　　最も重要なのは、実質的な取調べそのものを録画することであり、当該事件

についての全ての取調べについて、最初から最後まで全過程が録画されるこ

とである。これによって初めて、違法な取調べを防ぐことができるし、取調べ

の客観的な状況を正確に把握・判断することが可能になるのである。

６　このことは、取調べの一部が録音された事件でも、たびたびえん罪事件が起

こってきたことや、足利事件においても検察官取調べの一部が録音されてい

たことからも明らかであり、昨年、足利事件と元厚労省雇用均等・児童家庭局

長事件という大きな２つの判決により、取調べの可視化が不可欠であること

は明白となったはずである。

　　しかし、現在に至るも、取調べの可視化は実現しておらず、最高検は録画対

象事件として特捜部が被疑者を逮捕した事件についても広げる方針は発表し

たものの、結局取調べの一部録画に留まるようであり、法務省内のワーキング

グループの検討状況の発表などからは、取調べの可視化についての実現困難

性や弊害などが指摘され、取調べの可視化実現に向けた明確な道筋が見えな

い状況が続いている。

　　そこで、当会として取調べの可視化（取調べの全過程の録画）の１日も早

い実現に向けて全力を挙げて取り組むことを決議するとともに、下記の内容

を国・捜査機関・裁判官に求めることを決議する。

７　まず国に対しては、取調べの可視化実現のための早急な法整備を求める。

　　これに対して、法務省内のワーキンググループからは、検察官送致事件の事

件数などを理由に、実現不可能などという反論が出ているところ、たしかに一

斉に全ての事件について取調べの全過程の録画を義務付けることが困難を伴

うことは理解できるが、そのために取調べの可視化に向けて一歩も踏み出す

ことができないという障害とすべきではない。

　　かかる観点からは、段階的な取調べの録画制度の導入は容認できるとして

も、上述したように取調べの一部だけが録画されても意味はなく、逆に弊害を

生み出しかねないことから、対象事件を絞ることはあっても、取調べの一部だ

けを録画することを許容するような制度には絶対にしないことを求める。

８　次に、捜査機関を統率する検事総長及び警察庁長官に対し、取調べの可視化

が法制化がなされるまでの間も、裁判員裁判対象事件に関しては、現在の取調
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べの一部録画・録音ではなく、取調べの全過程の録画を実施することを求め

るとともに、その対象事件を、取調べの可視化の必要性が高い事件であって、

録画による弊害が少ないはずである被疑者・弁護人が取調べの可視化を求め

た事件に拡大することを求める。

９　最後に、各裁判官に対して、任意性の立証のハードルを高くすることを求め

る。

検察や警察が取調べの一部録画で任意性の立証を済ませてしまおうと考え

ているのは、そのような立証であっても裁判官は任意性を認めてくれると考

えているからに他ならない。

逆に言えば、供述調書の任意性が争われた際の、これまでの多くの裁判官の

姿勢こそが、取調べの可視化の実現の障害となっているとさえ言えるのであ

る。

韓国において、取調べの録画制度が導入されたのは、２００４年に大法院

（日本での最高裁）判決において、供述調書の証拠能力について大胆な判例

変更がなされたからである。

　　そして、ここ数年、立て続けに起こったえん罪事件の判決や大阪特捜部によ

る証拠隠滅事件などは、供述調書の任意性を判断に影響を与えてしかるべき

である。

そこで、各裁判官に対して、供述調書の任意性が争われた場合には、任意性

を認めるのに慎重な姿勢をとり、取調べの可視化（取調べの全過程の録画）

によって取調べの状況が客観的に立証されない限り、供述調書に任意性がな

いという判断をすることを求める。

以　上
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